
社会福祉法人藤枝市社会福祉協議会後援名義使用許可事務取扱要綱  

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、社会福祉法人藤枝市社会福祉協議会（以下「本会」とい

う。）の後援名義使用の許可について、必要な事項を定めるものとする。  

（主催者の許可基準）  

第２条 後援名義使用の許可の対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当

するものとする。  

⑴   国又は地方公共団体  

⑵   公益社団法人、公益財団法人又は特別の法律に基づいて設立された公益  

的性格を有する法人  

⑶   報道機関  

⑷   前３号に掲げる団体以外の団体で、その存在及び基礎が明確で、事業遂  

行能力が十分にあると認められるもの  

２ 前項の規定にかかわらず会長が特に適当と認めた場合には、個人を後援名

義の使用許可の対象とすることができる。  

 （事業の許可基準）  

第３条 本会後援名義使用許可の対象事業は、次に掲げる全ての基準に適合す

るものとする。  

⑴  住民生活の向上に寄与するものであって、藤枝市の社会福祉事業の推進

又は啓発を図るもの  

⑵  公益性を有するものであって、主催者の構成員の親睦を目的とするもの

でないこと  

⑶   健康、福祉、教育、学術、文化、地域活動等の普及及び振興を図るもの  

⑷   実施時期、方法等が適切で、公衆衛生及び事故防止等に関して十分な設  

備及び措置が講じられているもの  

⑸   収益事業に類するものでなく、入場料、参加料等の額が適切であるもの  

⑹   特定の宗教活動を内容としないもの  

⑺   政治上の主義・施策を推進し、支持し、又はこれに反対するものでない  

こと  

⑻   藤枝市内において開催されるもの。ただし、静岡県全域を対象として行  

われる事業等については、この限りでない。  



⑼ 公序良俗に反しないもの。その他その事業が社会的非難を受けるおそれ

のないもの  

 （許可の申請）  

第４条 使用許可を受けようとする者は、遅くとも後援名義の使用許可を受け

ようとする事業（以下「申請事業」という。）が開催される１カ月前までに次

に掲げる書面を添付して会長に提出しなければならない。  

⑴   本会後援名義使用許可申請書（様式第 1 号）  

⑵  事業計画書、実施要領等で、前条に規定する許可の対象となる事業であ

ることを示す書面  

⑶   収支予算書（様式第１－２号）  

２ 前項の規定にかかわらず、申請日前３年間に許可を受けた実績がない団体  

及び申請事業は、前項各号に規定する書面に追加して、次に掲げる書面を提  

出しなければならない。  

⑴ 団体の定款、規約等及び役員名簿  

⑵   後援名義の使用を申請するに至った経緯及び理由を示す書面  

⑶   申請事業が前条第３号に該当する詳細かつ具体的な理由を記載した書面  

 （後援名義の使用許可）  

第５条 会長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と

認めたときは、本会後援名義使用許可書（様式第２号）を交付するものとす

る。  

２ 会長は、前項の許可書を交付するにあたって、必要な条件を付すことがで

きる。  

 （使用許可の取消し）  

第６条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は後援名義の使用許可を

取り消すことができる。  

⑴   申請書に記載された内容が事実と異なっていることが明らかになった場  

合  

⑵   使用許可を受けた事業が中止された場合  

⑶   その他使用許可を取り消すことが適当であると会長が判断した場合  

２ 前項の規定により使用許可を取り消す場合には、本会後援名義使用許可取

消し通知書（様式第３号）により通知するものとする。  

 （事業計画の変更）  



第７条 使用許可を受けた対象事業の事業計画に変更が生じた場合は、直ちに

本会後援名義使用許可変更申請書（様式第４号）を会長に提出し、変更の承

認を得なければならない。  

２ 会長は、前項に規定する変更申請の承認をしたときは、本会後援名義使用

許可変更承認書（様式第５号）により通知するものとする。  

 （実施報告）  

第８条 使用許可を受けた対象事業が終了したときは、対象事業が終了した日

から１カ月以内に、実施報告書（様式第６号）により会長に報告しなければ

ならない。  

２ 対象事業終了後１カ月を経過しても実施報告書の提出がない場合は、使用

許可を受けた者に対して期限を定めて実施報告書を提出するよう催告するこ

とができる。  

３ 会長は、特別な事情がないにもかかわらず前項に規定する期限内に実施報

告書の提出がない場合は、以後当該後援名義の使用許可を受けた者が実施す

る事業に対して、後援名義の使用を許可しないことができる。  

 （決裁）  

第９条 使用許可に係る起案文書は、常務理事の専決とする。  

 （その他）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

附 則  

 この要綱は、平成 29 年 7 月 1 日から施行する。  

 この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。  

 この要綱は、令和５年 4 月 1 日から施行する。  

 

  


